
令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ６ 日 

電 力 ・ ガス取 引 監 視 等 委 員 会 

株式会社ハルエネに対する業務改善勧告などを行いました 

電力・ガス取引監視等委員会（以下「当委員会」といいます。）は、株式会社ハルエ

ネに対して、電気事業法第６６条の１２第１項の規定に基づく業務改善勧告などを

行いました。 

１．業務改善勧告の実施 

電力の小売の全面自由化後において、需要家による円滑な契約の切替（スイッ

チング）や、これに伴う契約の解除などが適切になされることは、需要家の利益の

保護や、電気事業の健全な発達のために重要です。

今般、小売電気事業者である株式会社ハルエネ（以下「ハルエネ」といいます。）

については、自社の電気の需要家から、スイッチングのために必要な情報である

「契約番号」の提供を依頼された際、少なくとも３週間以上の期間を要している事例

が６０６件確認されました。一方、当委員会で他の小売電気事業者に対して調査を

行ったところ、当日又は翌営業日には、需要家に契約番号を提供しているとの回答

が得られたところです。 

これらを踏まえると、ハルエネについては、需要家への契約番号の提供に長期

の日数を要しており、速やかな対応とは評価しがたく、需要家の利益の保護や、電

気事業の健全な発達の観点から、重大な問題があると認められます。 

これを踏まえ、当委員会は、電力の適正な取引の確保や、再発防止に向けて、

ハルエネに対し、電気事業法に基づく業務改善勧告を行いました。

２．業務改善勧告の内容（※詳細は「４．添付資料」を参照） 

①今後、需要家からの契約番号の提供依頼に対し、契約番号の提供を遅滞するこ

とがないよう、遅滞の原因となり得る事象の分析を適切に行い、社内体制の改善

など、必要な措置を講じること。

②前記①に基づいて講じた措置について、自社が電気の小売供給契約を締結して

いる需要家に周知すること。

③前記①及び②に基づいて講じた措置について、令和６年５月３１日までに、当委

員会に対し、文書で報告すること。

３．業務改善指導の実施 

ハルエネの代理店が、電気の契約に関する勧誘を行った際に、契約の締結先を

他の大手電力会社と誤認させる可能性のある、需要家の誤解を招く情報提供を行

っていたおそれがあることが認められました。また、代理店に対するハルエネの指

導・監督の方法及び内容には、改善の余地があると考えられます。 

これを踏まえ、電力の適正な取引の確保を図るため、当委員会は、ハルエネに



対して業務改善指導を行いました。 
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